
教育委員会市長

教育委員会が任命する委員

箕面市におけるいじめ対策の組織体制

答申
※部会の議決をもって

協議会本体の議決とする

法第14条第3項の規定に基づく附属機関

いじめ問題等調整部会

〔法第14条第1項の規定に基づく附属機関〕　

箕面市いじめ防止対策推進協議会
○関係機関との連携、いじめ問題等の連絡調整を行う。　　　○いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

【構成】
・人権擁護委員　　　・ＰＴＡ経験者
・学校教育経験者　 ・警察経験者

・スクールソーシャルワーカー

◆通常時

○いじめ、体罰等、児童生徒等の教育に関わる諸問題等の
　事案について、調査・審議を行う。
○いじめの防止対策の調査研究を行う。

諮問

報告

【構成】
・大阪府池田子ども家庭センター   ・大阪府箕面警察署   ・人権擁護委員   ・少年補導協助員連絡会   ・民生委員児童委員協議会
・ＰＴＡ経験者    ・市立小中学校校長    ・教育長
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市長が任命する委員

重大事態再調査

法第28条第1項の規定に基づく組織

いじめ問題等調整部会
法第30条第2項の規定に基づく附属機関

重大事態調査部会

【構成】

・弁護士　・人権擁護委員　・臨床心理士　・学識経験者

教育委員会からの独立した第三者機関

部会の議決をもって協議会本体の
議決とし、独立性を担保

学校

◆重大事態発生時

教育委員会市長

○学校から報告を受けたいじめ事案について調査に当たる。
○必要に応じて、教育委員会及び学校に対して指導助言を行う。

報告設置

※通常時のメンバーから、調査対象となる事案の関係
者は除き、新たに適切な専門家を加えるなど、公平
正・中立性を確保する。

【構成】
・弁護士　　　・臨床心理士

・学識経験者　 等

調査結果の
報告

・重大事態発生の報告
・調査結果の報告

再調査結果の報告

○重大事態に係る再調査を行う。

報告

〔法第14条第1項の規定に基づく附属機関〕　

箕面市いじめ防止対策推進協議会
○関係機関との連携、いじめ問題等の連絡調整を行う。　　　○いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

【構成】
・大阪府池田子ども家庭センター   ・大阪府箕面警察署   ・人権擁護委員   ・少年補導協助員連絡会   ・民生委員児童委員協議会
・ＰＴＡ経験者    ・市立小中学校校長    ・教育長

報告



いじめ防止対策推進法（抜粋）

（いじめ問題対策連絡協議会）

第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定

めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他

の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

2 （略）

3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方

いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにす

るため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大

事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、

当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法によ

り当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき。

（以下、略）

（公立の学校に係る対処）

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公

共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければ

ならない。

2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当

該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を

行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなけれ

ばならない。

4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

三十一年法律第百六十二号）第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるもの

と解釈してはならない。

5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及

び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ために必要な措置を講ずるものとする。


